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市 の 人 口 男25,036人 	世帯数13,682 

51,801人 	女26,765人 	（昭和50年11月I日現在）住民基本台帳から 51,801人 	女26,765人 

言乙 lI 剖 

十
二
月
四
日
 

（
木
）
曇
後
小
 

ー
雨
 今

日
は
朝
か
 

・

フ
 

』
ら一
日
」
父
》
岨
」
女
 

ー
 
し・
ー
 
全

の
日
で
あ
っ
 

た
。
登
庁
後
、
 

交
通
事
故
防
止
対
策
本
部
岩
舘

事
務
局
長
、
消
防
本
部
山
上

次

長
、
交
通
防
災
対
策
室
盛
主
査
、
 

そ
れ
に
と
く
に
五
所
川
原
警
察

署
鎌
田
交
通
課
長
に
ご
足
労
い

た
だ
い
て
、
こ
れ
か
ら
副
本
部

長
会
議
に
提
出
す
べ
き
議
案
の

最
終
検
討
会
議
を
開
く
。
 

午
前
十
時
、
市
長
公
室
に
お

い
て
副
本
部
長
会
議
を
開
催
。
 

十
二
月
十
日
か
ら
十
六
日
ま
で

実
施
予
定
の
「
年
末
交
通
安
全

運
動
」
 
の実
施
計
画
に

つ
い
で

協
議
し
、
市
民
の
総
力
を
あ
げ

て
運
動
の
展
開
を
は
か
る
こ
と

に
し
た
。
 

引
き
つ
づ
き
午
後
一
時
半
か

ら
は
消
防
本
部
会
議
室
に
お

い

て
第
二
回
交
通
事
故
防
止
対
策

本
部
全
体
会
議
が
開
か
れ
る
。
 

会
議
で
は
あ
ら
か
じ
め
午
前
中

に
検
討
し
た
十
三
項
目
に
わ
た

る
具
対
策
に

つ
い
て
満
場
一
致

の
決
定
を
い
た
だ
い
た
あ
と
、
 

さ
ら
に
構
成
す
る
一
七
五
団
体

を
そ
れ
ぞ
れ
、
学
校
部
会
、
社

会
奉
仕
部
会
、
事
業
所
部
会
、
 

安
全
運
動
推
進
部
会
、
道
路
診

断
部
会
、
広
報
部
会
の
六
部
会

に
編
成
し
具
体
的
運
動
を
展
開
 
 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
各
部
会

に
は
副
本
部
長
と
助
言
者
と
し

て
一
ー
二
名
配
置
す
る
こ
と
と

し
、
部
会
長
、
副
部
会
長
に
つ

い
て
は
自
主
的
に
選
出
し
て
い

た
だ
い
た
。
 

こ
の
部
会
方
式
は
、
い
わ
ば

五
所
川
原
方
式
と
言
っ
て
も
よ

い
も
の
で
、
従
来
や
や
も
す
れ

ば
上
部
機
関
で
決
定
し
た
も
の

も
の
を
そ
の
ま
ま
下
部
機
関
へ

流
す
と
い
う
単
な
る
形
式
的
な

も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
 

当
市
の
場
合
は
底
辺
活
動
を
広

く
し
た
積
上
げ
方
式
な
の
で
そ

の
実
効
が
期
待
さ
れ
る
。
早
速
 

「交
通
安
全
宣
言
の
家
」
の
ス

テ
ッ
カ
ー
に
つ
い
て
は
学
校
部

会
が
、
 
「安
全
運
転
宣
言
車
」
 

の
ス
テ
ッ
カ
ー
は
事
業
所
部
会

が
担
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
 

午
後
五
時
か
ら
は
、
去
る
十

一
月
七
日
の
交
通
安
全
県
民
大

会
に
お

い
て
受
彰
さ
れ
た
十
六

名
の
方
々
の
祝
賀
会
に
出
席
す

る
。
五
警
管
内
の
十

一
月
三
十

日
現
在
の
発
生
状
況
で
は
昨
年

同
期
に
比
べ
件
数
で
十
件
、
死

者
二
名
、
傷
者
二
八
名
の
減
少

を
み
た
と
い
う
報
告
が
川
口
署

長
か
ら
あ
っ
た
が
、
こ
の
減
少

数
字
は
県
内
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ご
苦
労

の
ほ
ど
感
謝
に
た
え
な
い
。
 

ち
l
ん
ーそ
と
 



②
 

昭和50年（1975年）12月15日（366号） 広報ごしょがわら （第 3 種郵便物認可） 

生
活
環

境
 

パ
ト

ロ
ー
ル

本
部
 

わ

1
4
 

住
み
よ
い
 
汎
旧

環
境
づ
く
り
に
で

⑤
 

新 年
名刺交換会 

レとき 昭和51年1月1日午前 

11時から 

レところ 市民文化会館 

ン会費 600円（お申し込み

と同時に納入してください） 

D 申込み締切り 12月20日（土 

）まで。市情報課、五所川原商

工会議所へ。 

市
本
庁
、
各
支
所
、
市
民

文
化
会
館
、
市
中
央
公
民
館
 

（
図
書館
）
、
三
道
会
館
、
 

国
連
青
少
年
の
家
、
老
人
憩

の
家
、
西
北
中
央
病
院
（
敷

島
分
院
と
も
）
は
、
十
二
月
 

1
1
年
末
年
始
、
 

月
三
日
ま
で
休
み
ま
す
。
 

た
だ
し
、
本
庁
窓
口
サ

ー
 

ビ
ス
課
、
税
務
課
、
収
納
課
、
 

会
計
課

（
現
金
支
払
い
業
務

を
除
く
）
は
、
十
二
月
二
十

九
日
ー
三
十

一
日
の
午
前
ま

で
窓
口
業
務
を
お
こ
な
い
ま
 

す
 水

道
の
故
障
は
 

十
二
月
三
十

一
日
ま
で
元

町
浄
水
場
、
 一
月
一
日
ー
三

日
ま
で
市
水
道
課
で
受
付
け
 

し
ま
す
。
 

市
の
窓
ロ
わ
競
い
 

年
末
は
、
三
十

一
日
ま
で

平
常
ど
お
り
収
集
に
あ
た
り

ま
す
が
、
元
旦
か
ら
一
月
」
 

日
ま
で
休
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
‘
 一
月
五
日
か
、
ら平
山
吊

ど
お
り
収
集
に
あ
た
り
ま
す
。
 

す
か
ら
止
め
ま
し
よ
う
ノ

自
転
車
を
押
し
て
歩
く
と
き
は

歩
道
を
歩
き
ま
し
ょ

う
ノ
 

4
危
険
な
ル
ー
ル
違
反
に
は
勇

気
を
も
っ

て
注
意
し
ま
し
よ
う

ノ
・
 

昭
和
5
1年
度
交
通
安
全
標
語
 

O
運
転
が
示
す
あ
な
た
の
お
人

柄
③
危
な
い
と
子
を
し

か
る
よ

り
手
を
か
そ
う
③
と
び
出
す
な

車
の
あ
と
に
又
車
 

〇
皆
さ
ん
が
ご
利
用
さ
れ
て
い

る
郵
便
貯
金
は
、
国
の
重
要
な

財
源
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

〇
五
所
川
原
市
で
も
約
十
三
億

円
の
融
資
を
受
け
、
皆
さ
ん
の

生
活
に
役
立
て
て
い
ま
す
。
 

〇
郵
便
局
の
定
額
貯
金
に
は
、
 

次
の
よ
う
な
特
長
が
あ
り
ま
す
 

●

利
子
に
利
子
が

つ
く
半
年

複
利
●
六
カ
月
た
て
ば
、
い
つ

で
も
使
え
る
●
証
書
と
ハ
ン
コ

だ
け
で
す
ぐ
に
借
り
ら
れ
る
 

（五
所
川
原
郵
便
局
）
 

無
料
人
権
相
談
所
 

V
と
き
 
十
二
月
二
十
四
日
 

（
水
）
午
前
十
時
か
ら
 

▽
と
こ
ろ
 
丸
キ
飛
島
デ
パ
 

ー
ト
六
階
 

「
ー
最
低
賃
金
制
の

→
 

F
説
明
会
 

県
内
の
最
低
賃
金
額
が
五
十

一
年
一
月
十
日
か
ら
変
わ
り
ま

す
。
経
営
者
は
、
こ
の
決
め
ら

れ
た
金
額
以
上
の
賃
金
を
労
働
 

者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
 

▽
と
き
 
十
二
月
十
九
日

（
 

金
）
午
後
一
時
か
ら
 

▽
と
こ
ろ
 
五
所
川
原
商
工

会
議
所
 

〈
講師
〉
青
森
労
働
基
準
局

賃
金
課
長
 
宇
野
万
里
氏

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署

長
 
沢
山
繁
信
氏
 

＠
皆
さ
ん
の
た
め
に
 

使
わ
れ

て
い
る
郵
便
貯
金
 

→

！
ー
●

！
 

重
点
目
標
1
飲
酒
運
転
の
追
放
。
 

2
踏
切
事
故
の
防
止
。
 

と
く
に
交
通
安
全
の
宣
言
、
 

家
族
対
話
の
実
施
（
少
く
と
も

月
一
回
）
年
 

y
》
呂
‘
 

賀
郵
便
公
文
 

胃

・
＼
万

書
、
広
告
用
 
る
・
‘・
《
．
」
 

チ
ラ
シ
等
に
交
通
安
全

の
標
語

を
書
き
入
れ
る
運
動
を
す
す
め
、
 

市
民
み
ん
な
で
交
通
安
全

の
意
 
 

識
を
高
め
ま
し
ょ
う
ノ
 

実
践
事
項
ー
酒
飲
み
運
転
は
絶

対
し
な
い
。
酒
飲
み
運
転
は
絶

対
さ
せ
な
い
ノ
飲
む
人
も
飲
ま
 

せ
る
人
も
同
じ
罪
 

2
歩
行
者
は
右
側
通
行
、
歩
道
 

の
あ
る
と
こ
ろ
は
必
ず
歩
道
を
 

寒
さ
も
だ
ん
だ
ん
き
 

市
水
道
課
で
は
毎
月
（
 

一
部
隔
月
）
メ
ー
タ

ー
 

を
検
針
し
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
か
ら
降
雪
や

積
雪
の
た
め
検
針
が
困

難
に
な
り
ま
す
。
 

で
き
る
だ
け
検
針
を

い
た
し
ま
す
が
、
検
針

の
で
き
な
い
町
内
は
十

二
月
か
ら
水
道
の
使
用

料
は
認
定
で
告
知
し
ま

す
。
 

こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
 

認
定
で
あ
り
、
春
に
メ
 

ー
タ
ー
を
確
認
し
た
と

き
精
算
さ
れ
ま
す
。
認

定
す
る
使
用
量
は
、
前

ニ
力
月
の
平
均
で
告
知
 
 

歩
き
ま
し
よ
う
ノ
道
路
を
横
断

す
る
と
き
は
必
ず

一
度
立
止
り

右
、
左
、
右
を
み
て
安
全
を
確

め
手
を
上
げ
て
渡
り
ま
し
ょ
う
 

ノ
 

3
自
転
車
は
左
側
一
 

列
走
行
、
発
進
、
停
 

止
、
右
回
り
、
左
回
り
は
必
ず

手
信
号
を
送
り
ま
し
ょ
う
ノ
 

冬
道
の
自
転
車
乗
り
は
危
険
で
 

し
ま
す
の
で
，
ご
協
力
を
お
願
 

コ
 
業
用
免
税
軽
油

J
 

一
 
申
請
を
受
付
け

ー
 

来
年
使
用
す
る
「
農
業
用
免
 

税
軽
油
」
の
交
付
を
左
記
の
日
 

程
で
お
こ
な
い
ま
す
。
 

〉
受
付
期
間
 

1
2月
1
5日
か
ら
1
月
3
1日
ま
で
。
 

▽
申
請
用
紙
 

農
協
、
軽
油
販
売
店
に
あ
り
 

ま
す
。
 

▽
記
入
要
領
 

県
税
事
務
所
、
農
協
、
軽
油
 

販
売
店
に
お
問
い
あ
わ
せ
く
だ
 

さ
い
。
 

五
所
川
原
県
税
事
務
所
 

電
話
五
ー
二
五
四
九
 

族
対
評
の
先
癒
薄
 

」
中」
→JL

)
 

水
道
の
使
用
料
 

冬
期
間
は
認
定
告
知
 

び
し
く
な
り
ま
し
た
。
 

い
し
ま
す
。
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是
道
管
の
凍
結

に
注

・

糾
、
？1
'

z
I

蔵
（v声
か
 

市
民
運
動
は
国
体
を
契
機
に

実
施
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が

国
体
が
終
了
し
て
も
根
を
張
り

生
き
つ
づ
け
て
行
く
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
市
民

総
力
を
あ
げ
て
取
り
く
み
た
い
。
 

親
切
に
す
る
運
動
 

一
、
小
さ
な
こ
と
で
も
人
の
た

め
つ
く
そ
う
 

m
 
困
っ
て
い
る
時
は
互

い

に
助
け
合
お
う
 

響
 

②
 
老
人
や
子
供

・
体
の
不

自
由
な
人
を
い
た
わ
ろ
う

⑧
 
小
さ
な
親
切
や
善
行
を

認
め
あ
お
う
 

二
、
真
心
こ
め
て
あ
た
た
か
く

接
し
よ
う
 

m
 
お
客
を
大
事
に
し
心
の

こ
も
っ
た
応
接
を
し
よ
う

②
 
誠
実
な
販
売
を
行
い
、
 

気
持
よ
く
買
物
が
で
き
る
よ
う

に
し
よ
・フ
 

（
善意
と
奉
仕
の
活
動
を
す

る
市
民
性
の
伸
張
を
図
る
）
 

No. 11 

市民運動 

実践項目 

ジフテリアの予防注射 

小学校に入学する児童 

1 、対象者 明年4 月市立小学校に入学する児童 
1 、日程表は下記のとおりです 

ご注意 

＠予防注射の当日体温をはかってきてください 

＠母子手帳をご持参ください 

⑨近年予防注射による事故が多くなっていますから子供さ 

んの体質をょく知っている方がお連れください。 

地 区 名 期 日 時 	間 会 場 

飯 	詰 
栄 12月17日 13 : 30-14: 30 中央公民館 

梅
南
 
小
 
学
 
沢
区
 

 

12月19日 13: 30-14' 30 中央公民館 

中川、三好 
長橋、七和 
毘 沙 門 

12月24日 13 : 30-.- 14 : 30 中央公民館 

松
松
 
島
 
団
 
島

地
  

12月26日 13 : 30-14 : 30 中央公民館 

五小学区 12月27日 13 : 30一-14 : 30 中央公民館 

こ
ぞ
気
著
さ
の
 
毒
露
孤
憾
 

農業委員選挙人名簿 
勉励影幸り誓纏競F協妻鳥易万昂勿 

冷
え
こ
み
が
だ
ん
だ
ん
厳
し

く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
 

水
道
管
は
気
温
が

マ
イ
ナ
ス
摂

氏
四
度
以
下
に
な
り
ま
す
と
凍

っ
た
り
破
裂
し
た
り
し
ま
す
。
 

と
く
に
蛇
ロ
、
メ
ー
タ
ー
ボ

ッ
ク
ス
の
中
、
水
道
管
の
立
上

り
部
分
に
注
意
し
、
不
凍
せ
ん
 

市
農
業
委

員
会
で
は
、
 

農
業
委
員
選

挙
人
名
簿
を

つ
く
る
た
め

毎
年
農
家
の

皆
さ
ん
か
ら
 

「農
業
委
員

会
選
挙
人
名

簿
登
載
申
請

書
」
を
提
出

し
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま

す
。
こ
の
申

請
書
は
、
農

業
委
員
の
選

挙
資
格
を
決

め
る
大
切
な

資
料
と
な
る

も
の
で
、
法

律
に
よ
っ
て
 
 

電
熱
せ
ん
な
ど
で
凍
結
を
防
ぎ

修
理
代
ま
た
は
水
道
料
金
が
急

に
高
く
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
注
意
し
、
明
る
い
毎
日
を
お

す
ご
し
く
だ
さ
い
。
 

△
水
道
が
凍
っ
て
水
が
出
な

く
な
っ
た
ら
、
蛇
ロ
の
部
分
に

タ
オ
ル
を
か
ぶ
せ
そ
の
上
か
ら

ゆ
っ
く
り
ぬ
る
ま
湯
を
か
け
と

か
し
て
く
だ
さ

い
。
急
に
熱
湯

を
か
け
る
と
破
裂
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
 

△
水
道
管
が
破
裂
し
た
ら
、
 

破
裂
し
た
部
分
を
布
か
テ
ー
プ
 

定
め
ら
れ
毎
年
一
月
 
日
現
在

で
作
成
さ
れ
ま
す
。
 

選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
る

資
格
は
、
次
の
条
件
が
そ
ろ
っ

て
い
る
農
家
が
対
象
に
な
り
ま

す
か
ら
資
格
の
あ
る
農
家
は
も

れ
な
く
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

△
申
請
書
の
配
布
と
と
り
ま

と
め
 

申
請
書
は
、
十
二
月
二
十
六

日
ご
ろ
各
地
区
行
政
連
絡
員
（
 

旧
市
内
は
農
業
組
合
長
）
を
通

じ
て
農
家
の
皆
さ
ん
に
配
布

（
 

と
り
ま
と
め
）
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で

一
月
八
日
ま
で
に
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
 

△
選
挙
資
格
の
あ
る
人
 

①
市
内
に
住
所
の
あ
る
方
で

＋
町
以
上

の
農
地
を
耕
作
し
て

い
る
世
帯
で
、
年
間
六
十
日
以
 
 

で
し
っ
か
り
巻
き
つ
け
、
応
急

手
当
を
し
、
市
水
道
課
か
近
く

の
市
指
定
水
道
業
者
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
 

△
凍
結
を
防
ぐ
た
め
の
出
し

っ
放
し
を
し
ま
す
と
、
メ
ー
タ
 

ー
が
上
が
っ
て
水
道
料
金
が
急
 

2
高
く
な
っ
た
り
、
浄
水
場
で

い
く
ら
水
圧
を
上
げ
て
も
末
端

の
家
庭
ま
で
水
が
届
か
な
く
な

っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
や
め
て

く
だ
さ
い
。
 

ー
水

抜
栓

の
ー
 

F
操
作
に
つ
い
て

L
 

寒
波
に
よ
る
水
道
の
破
裂
な
 

●

‘
 

●
・
‘
 

上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
方

②
昭
和
三
十

一
年
四
月
一
日

以
前
に
生
ま
れ
た
満
二
十
歳
以

上
の
者
で
、
農
家
世
帯
に
同
居

し
て
い
る
親
族

（
六
親等
間
の

血
族
、
配
偶
者
、
三
親
等
間
の

姻
族
）
で
あ
る
方
 

③
十
り
以
上
耕
作
し
て
い
る

農
業
生
産
法
人
の
組
合
員
、
ま

た
は
社
員
で
、
年
間
六
十
日
以

上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
方

△
記
載
上
の
注
意
 

申
請
書
に
次
の
事
項
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
 

①
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
②

耕
作
面
積
③
選
挙
権
の
あ
る
世

帯
員
の
氏
名
、続
柄
④
）生
年
月
日

な
お
、
申
請
書
用
紙
が
配
布

に
な
ら
な
い
方
、
不
明
な
点
は

市
農
業
委
員
会

（
内線
三

一
一

番
）
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
 
 

ど
を
防
ぐ
た
め
水
抜
栓
を
装
置

し
て
い
る
家
庭
が
多
く
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
操
作
に

つ
い
て

誤
ま
っ
た
知
識
の
た
め
水
が
流

し
放
し
に
な
っ
て
メ
ー
タ
ー
が

上
り
、
多
額
の
使
用
料
金
が
告

知
さ
れ
て
い
る
家
庭
が
み
う
け

ら
れ
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
が

ら
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

家
庭
内
の
水
を
止
め
て
し
ま

う
時
は
、
水
抜
栓
を
右
へ
い
っ

ぱ
い
廻
し
、
反
対
に
水
を
通
す

時
は
左
へ
い
っ
ぱ
い
廻
し
て
く

だ
さ
い
。
右
、
左
へ
い
っ
ぱ
い

廻
し
ま
せ
ん
と
、
水
抜
栓
の
と

こ
ろ
か
ら
水
が
も
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
 国

体
へ
 

郵
便
局
か
ら
の
 

お
し
ら

せ
 

保
険
料
の
有
利
な
払

い
込
み

方
法
を
ご
存
じ
で
す
か
。
 

み
な
さ
ん
が
ご
加
入
な
さ
っ

て
い
る
簡
易
保
険
に
は
、
保
険

料
を
毎
月
払
い
込
む
よ
り
、
ー
ニ

カ
月
分
以
上
ま
と
め
て
払

い
込

み
ま
す
と
前
納
割
引
き
と
い
う

大
変
お
得
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
 

例
え
ば
、
毎
回
六
カ
月
分
ま

で
ま
と
め
て
前
納
さ
れ
ま
す
と

一
年
間
で

ー
カ
月
分
の
保
険
料

が
割
引
き
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ

ボ
ー
ナ
ス
で
前
納
払

い
込
み
を

な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

（
五
所
川
原
郵
便
局
）
 

●

‘
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経
営
移
譲
年
金

は
、
 一
定
期
間
以

上
の
保
険
料
納
付

済
み
期
間
等
を
満

た
し
た
人
が
後
継

者
や
他
の
農
業
経

営
主
に
自
分
の
農
 

業
経
営
を
譲
 

っ
た
場
合
に
 

貰
え
る
年
金
 

で
す
。
 

諦鷹MI露 

④
 明るい正月を迎えるために 歳末たすけあいにご協力を 

次
の
ご
質

問
に
お
答
え
し
ま

す
。
 

（問
）
大
正
五
年
生
ま
れ
の
農

業
者
年
金

の
被
保
険
者
で
す
が
、
 

経
営
移
譲
年
金
が
来
年

（昭
和

五
十

一
年
）
か
ら
支
給
が
開
始

さ
れ
る
そ
う
で
す
が
、
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
経
営
移
譲
年
金
が

も
ら
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
 

ど
の
く
ら
い
の
額
の
年
金
が
も

ら
え
る
の
か
。
ま
た
、
年
金
支

給
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
経
営

移
譲
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

い
う
の
か
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。
 

（答
）
農
業
者
年
金
に
は
経
営

移
譲
年
金
と
農
業
者
老
齢
年
金
 

（
六
十
五
歳
か
ら
給
付
）
の
一
一

種
類
が
あ
り
ま
す
。
 

経
営
移
譲
年
金
は
、
農
業
者

年
金
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
年

金
で
、
農
業
経
営
主
の
若
返
り

を
図
り
、
農
業
経
営
の
規
模
拡

大
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
農

業
者
の
老
後
の
生
活
安
定
の
た

め
の
年
金
で
す
。
 

①

六
十
歳
ま
で
に
経
営
を
移

譲
し
た
と
き
は
六
十
歳
に
な
っ

た
と
き
か
ら
、
ま
た
②
六
十
歳

か
ら
六
十
五
歳
に
な
る
ま
で
の

間
に
経
営
を
移
譲
し
た
と
き
は
、
 

そ
の
と
き
か

ら
支
給
さ
れ
 

ま
す
。
 

（
六
十
五

歳
に
な
る
ま
 

で
に
経
営
移
 

譲

t
な
い
場

合
に
は
、
経
 

営
移
譲
年
金

は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。
）
 

農
業
者
年
金
の
加
入
者
の
う

ち
、
も
っ
と
も
高
齢
で
あ
る
大

正
五
年
生
ま
れ
の
人
が
、
六
十

歳
に
な
る
の
は
昭
和
五
十

一
年

で
す
。
そ
し
て
年
金
受
給
に
必

要
な
五
年
間
の
保
険
料
納
付
済

み
期
間
等
を
満
た
す
の
も
昭
和

五
十

一
年
で
す
の
で
、
経
営
移

譲
年
金
の
支
給
は
、
昭
和
五
十

一
年
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
 

〈
経
営
移
譲
年
金
が
貰
え
る
た
 
 

め
に
は
、
次
の
よ
う
な
経
営
移

譲
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
〉
 

経
営
移
譲
は
、
基
準
日
（
経

営
移
譲
が
終
了
す
る
日
の
一
年

前
の
日
）
に
、
自
分
の
農
業
経

営
に
供
し
て
い
た
す
べ
て
の
農

地
等

（
処
分対
象
農
地
等
）
の

権
利
名
義
を
耕
作
目
的
で
、
後

継
者
や
他
の
農
業
経
営
主
に
譲

り
渡
す
こ
と
で
す
。
 い
い
か
え

ま
す
と
基
準
日
か
ら

一
年
の
間

に
農
地
を
処
分
し
て
農
業
経
営

主
と
し
て
の
地
位
を
譲
り
渡
す

こ
と
で
す
。
 

こ
の
場
合
、
自
作
地
の
ほ
か

に
他
人
か
ら
借
り
て
耕
作
し
て
 

い
た
農
地
等
も
す
べ

て
処
分
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
 

（
基準
日
よ
り
以
前
に
貸
し

て
い
た
農
地
等
は
処
分
す
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
）
 

一
、
こ
の
場
合
の
農
地
等
の

処
分
は
、
次
の
方
法
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

△
自
作
地
に

つ
い
て
は

①
他
の
農
業
経
営
主
等
（
第

三
者
）
に
移
譲
す
る
場
合
は
、
 

売
り
渡
す
か
、
貸
す
か
し
な
け
 
 

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

②
自
分
の
後
継
者
に
移
譲
す

る
場
合
は
、
譲
渡
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
 

△
小
作
地
に

つ
い
て
は

自
作
地
と
同
様
に
他
の
農
業

経
営
主
や
後
継
者
に
そ
の
権
利
 

（使
用
収
益
す
る
権
利
）
を
移

転
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

な
お
、
小
作
地
の
場
合
に
は
、
 

地
主
に
返
還
し
て
も
経
営
移
譲

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
 

ま
た
、
的
確
な
経
営
移

譲
で
あ
る
た
め
に
は
 

①
移
譲
す
る
農
地
等
の
面
積

が
、
基
準
日
に
お

い
て
、
最
少

限
三
十
ア
ー
ル
以
上
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
 

②
基
準
日
以
降
に
お

い
て
、
 

処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
農

地
等
の
一
部
を
転
用
目
的
で
処

分
し
た
場
合
は
、
経
営
移
譲
と

は
み
な
さ
れ
ず
、
年
金
が
貰
え

な
く
な
り
ま
す
。
 

③
基
準
日
以
降
に
お

い
て
、
 

新
た
に
農
地
等
を
取
得
し
た
り
、
 

ま
た
小
作
に
出
し

て
い
た
農
地

等
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
 

そ
の
農
地
等
も
処
分
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん

9
 

経
営
移
譲
の
相
手
方

経
営
移
譲
の
相
手
方
は
後
継

者
か
第
三
者
に
限
り
ま
す
。
 

△
後
継
者
移
譲
の
相
手
方

経
営
移
譲
す
る
人
の
直
系
卑

属
の
う
ち
、
経
営
移
譲
す
る
日

ま
で
引
き
続
き
三
年
以
上
農
業

に
従
事
し
て
い
た
一
人
の
者
に
 
 

限
り
ま
す
。
 

①
息
子
や
孫
な
ど
、
経
営
移

譲
者
の
 
「あ
と
つ
ぎ
」
に
な
る

人
で
す
。
 

②
会
社
等
に
つ
と
め
て
い
る

場
合
で
も
、
三
年
以
上
農
繁
期
、
 

休
祭
日
等
に
農
業
に
従
事
し
て

い
る
人
で
あ
れ
ば
後
継
者
移
譲

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

△
第
三
者
移
譲
の
相
手
方

①
農
業
者
年
金
の
加
入
者
（
 

自
分
の
後
継
者
を
除
く
）
 

②
六
十
歳
未
満
の
農
業
経
営
 

、
王で
、
農
業
者
年
金
加
入
資
格

面
積
規
模
を
も
っ
て
い
る
人
。
 

③
農
地
保
有
合
理
化
法
人
、
 

農
業
者
年
金
基
金
等
。
 

〈
経営
移
譲
年
金
の
受
給
額
〉
 

年
金
額
は
、
保
険
料
を
納
め

た
期
間
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
ま

す
。
 

大
正
五
年
生
ま
れ
の
人
が
、
 

昭
和
五
十
一
年

一
月
中
に
経
営

移
譲
し
た
場
合
に
貰
え
る
年
金

額
は
月
額

一
七
、
六
〇
〇
円
、
 

年
額
二

一
一
、
二
〇
〇
円
で
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
大
正
五
年
生

ま
れ
の
人
で
も
、
保
険
料
を
納

め
た
期
間
が
五
年
以
上

（
大
正

五
年
生
ま
れ
の
人
は
生
年
月
日

に
よ
っ
て
五
年
か
ら
五
年
十
一

か
月
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
）
の
人
に
つ
い
て
は

こ
の
金
額
よ
り
若
千
多
く
な
り

ま
す
。
 

大
正
六
年
、
七
年
、
八
年
、
 

九
年
生
ま
れ
の
人
々
は
、
保
険

料
納
付
済
み
期
間
等
が
五
年
（
 
 

以
上
）
あ
れ
ば
、
昭
和
五
十

一

年
一
月
以
降
に
経
営
移
譲
（
六

十
歳
前
の
経
営
移
譲
）
す
れ
ば

年
金
の
受
給
資
格
が
得
ら
れ
ま

す
が
、
年
金
の
支
給
は
六
十
歳

に
な
っ
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

〈
特
例〉
 

農
業
者
年
金
に
は
、
障
害
を

事
由
と
す
る
給
付
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
経
営
移
譲
年
金
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
通
常
の
場
合
は

六
十
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
疾
病

等
の
た
め
六
十
歳
に
達
す
る
ま

で
に
経
営
移
譲
し
た
場
合
は
、
 

そ
の
時
か
ら
支
給
さ
れ
る
特
例

が
あ
り
ま
す
。
 

（
た
だ
し
、
 一
定
期
間
以
上

の
保
険
料
納
付
済
み
期
間
等
を

満
た
し
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
 

)
 

こ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
な
要
件

が
つ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
 

く
わ
し
い
こ
と
に
つ
き
ま
し

て
は
、
市
農
業
委
員
会
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
 

市
農
業
委
員
会
 
市
庁
舎
四

階
 
電
話
五
局
二
一
一
一
 

（内
線
三
一
三
番
）
 

市

政
ダ

イ
ヤ
ル
 

番
 

市
政
に
つ
い
て
の
 
理

行
事
や
予
定
は
 

4
 

で
ん
わ
 
斥
造
 

広
報
紙
の
早
期
配
布
に
ご
協
力
願
い
ま
す
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